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１．事例の概要 

初産婦。妊娠３２週、妊娠高血圧症候群の診断で管理入院となり、翌週退

院となった。妊娠３４週、再度妊娠高血圧症候群の診断で再度管理入院とな

り、血圧は収縮期１２０～１５４ｍｍＨｇ、拡張期６６～１０３ｍｍＨｇ、

尿蛋白定量１７～２５１ｍｇ／ｄＬで経過した。妊娠３９週０日に陣痛発来

し、胎児心拍数陣痛図では、高度遅発一過性徐脈、軽度変動一過性徐脈、高

度遷延一過性徐脈が認められた。陣痛開始から１４時間５５分後、オキシト

シン投与が開始され、その１時間後に自然破水し、子宮口全開大となった。

医師は胎児切迫仮死と判断し、子宮底圧迫法を併用した吸引分娩１回により

児を娩出した。羊水混濁が軽度、臍帯巻絡が頸部に１回認められた。 

児の在胎週数は３９週１日で、体重は２７３８ｇであった。臍帯動脈血ガ

ス分析値は、ｐＨ７．３４４、ＰＣＯ２３９．６ｍｍＨｇ、ＰＯ２７０．４ｍ

ｍＨｇ、ＨＣＯ３
－２１．３ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－４．６ｍｍｏｌ／Ｌで、ア

プガースコアは生後１分８点（心拍２点、呼吸２点、筋緊張１点、反射２点、

皮膚色１点）、生後５分９点（心拍２点、呼吸２点、筋緊張２点、反射２点、

皮膚色１点）であった。生後２５分、保育器収容となり、酸素投与が開始さ

れたが、生後１７時間にコット移床となった。その後の経過に異常は認めら

れず生後５日に児は退院となった。 
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生後４ヶ月で定頚した。生後８ヶ月に筋緊張低下を認め、弛緩性麻痺が疑

われた。頭部ＭＲＩでは明らかな異常は認められなかった。生後９ヶ月の頭

部ＣＴ、１歳５ヶ月の脳波検査でも明らかな異常は認められなかった。２歳

５ヶ月、各種検査結果から、小児神経科医は、脊髄性または末梢神経障害、

神経筋疾患による運動障害ではないと考えた。 

  本事例は診療所における事例であり、産科医１名と助産師１名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例においては、妊娠中、分娩中および新生児期のいずれの時期におい

ても、児の脳性麻痺発症に関与すると考えられる異常所見は認められず、脳

性麻痺発症の原因は不明である。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

管理入院に至るまでの妊娠管理は一般的である。 

妊娠３２週２日の外来受診時、血圧１５４／１０１ｍｍＨｇ、尿蛋白定性

（＋）でみられ、翌日、妊娠高血圧症候群の診断で入院管理としたことは一

般的である。その後、妊娠３３週５日に血圧１２５／８１ｍｍＨｇ、尿蛋白

定性（－）となり退院としたことは選択肢としてありうる。妊娠３４週２日、

血圧１３２／８５ｍｍＨｇ、尿蛋白定性（２＋）で、妊娠３４週５日に妊娠

高血圧症候群の診断で再度管理入院としたこと、および再入院中の管理方法

は医学的妥当性がある。 

妊娠３９週０日の陣痛発来後、胎児心拍数モニタリングで分娩監視したこ

とは一般的である。胎児心拍数陣痛図でレベル３（異常波形Ⅰ）と判断され

る状況で連続監視したことも一般的である。その後、レベル３－４（異常波

形Ⅰ－Ⅱ）と判断される状況でオキシトシン点滴および酸素投与を開始した
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ことは選択肢のひとつである。オキシトシンの開始時投与量および投与方法

は、いずれも一般的ではない。その後に胎児心拍数陣痛図でレベル４（異常

波形Ⅱ）の継続と判断される状況で、急速遂娩を決定し、子宮底圧迫法を併

用した吸引術を１回行い児を娩出したことは一般的である。臍帯動脈血ガス

分析を実施したことも一般的である。 

児の出生直後の管理および入院中の新生児管理は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

風疹感染診断検査について 

妊娠初期の検査で風疹抗体価が２５６倍以上の場合、今後は「産婦人科診

療ガイドライン－産科編２０１４」に沿って風疹感染診断検査を行うことが

望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

事例検討について 

本事例では児は異常なく出生し退院したため事例検討は行われていない

が、その後、脳性麻痺を発症していることから、当該報告書をもとにあらた

めて事例の検討を行うことが望まれる。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

周産期における脳障害の原因が不明な事例の研究について 

本事例は妊娠・分娩中さらには新生児期のいずれの時期においても、児

の脳性麻痺発症に関与すると考えられる異常所見を見出すことはできない。
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このような事例についての疫学調査や病態研究は行われていないため、事

例集積を行い、その病態についての研究を推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし｡ 

 


